
a. 会派
・交渉会派の定義見
直し（民主）

－会派拘束（党議拘
束）を原則廃止（民
主）

－会派のあり方と活
動（会派性の担保と
役割・権限） （公
明）

b 補助体制
・政策提言・立案を
充実させるためのサ
ポート体制の必要性
（民主）

－政策調査・立案機
能の強化（当局）

., c.蚕夏蚕構成
．特別委員会の位置
付け（民主）

・常任委員会、特別
委員会の委員会数の
見直し（ヨコ会）

d 委員任期
・議会自身について
（活発な議論を実現

するために） （みん
な）
e. 協議又は調整を
行う場
・議会自身について
（活発な議論を実現

するために） （みん
な）

I 議員連盟

横浜市会基本条例の制定に関する調査
特別委員会事前配付資料（H25.2.1)

大分類「（4）議会の組織・権限・審議」Iこ関する検討項目の方向怪・取り組み’司、

1 変夢蚕派百定義
0 市会運営委員会で必要に応じ協議されているため現行ど

おりとする。
0 交渉会派の定義や非交渉会派が運営委員会に参加できる

仕組みを協議する。
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［議会局体制等】
・局長、副局長
・総務課（ 1 6名体制）
・議事課（1 6名体制）
－政策調査課（1 7名体制）
・議会局総数＝ 51名体制（嘱託員除く）

《政策調査サポート体制》
委員会担当、会派担当、法制等担当を配置

・自主調査に基づく刊行物を発行（市会
ジャーナル、法制レポート、判例情報）
．市会図書室の運営
・市会情報システムの運営

「法務分野人材育成計画J （総務局
H24.2）に基づき法務分野の人材を全庁的に
育成。また、 「政策調査課職員育成ピジョ
ンj （議会局H23.9）に基づき、課内にお
いて人材を育成

・現時点でB常任委員会及び7特別委員会をl1 常任委員会
設置しでいる。 I 機構改革や局事業の関連性などから、その都度所管局は議

士常任委員会の委員定数は 11人及びio 1 草されており、また組織（局数）からも、新どおりでどう

・各特別委員会の付議事件の調査研究を目 l印。
的として、委員聞に意見交換事例視察やI2 特別委員会

建合言語：~詳辺諸訟でit:I イ捕事件を調査研究テー7 として、委員聞討議や有識者
る。 ｜ の知見活用による政策提言、意見裂の運営方法としており、． また、市会運営委員会において、役員改選の都度委員会の見

直しを協議することから、現行どおりでどう治元

1手寸萎夏蚕条例第3条） I 0 委員任期は現行どおりとする。
0 特別委員会については、複数年にわたる計画等を審査す

るために委員任期の複数年制について協議する。

【議ー頁コ言員間討議］
・本会議においては、議員提出議案に対する
質疑や討論が行われている。
・常任委員会では、質疑時に必要に応じ適宜
実施しており、特別委員会では、テーマに
沿って討議を実施している。

【地方自治法第10 0条第12項に基づく協12協警又は調整の場 ん

議又は調整の場】 I 議官の機能強化、議官活動を円滑かつ効率的に行うために
地方自治法の規定に基づき会議規則等に規l必要に応じ協議文は調整の場を設置する。また、団長会議、

定した協議・調整の場は設置していないロ I 全員協議会など必要に応じて会議規則で位置付けていくこと
ー でどうかB

議員の活動として、目的達成ピ向万頭事司某商疋存うこ
ととすることでどうか。

1 委員開討議
0 必要に応じ適宜委員問での討議は行われているが、引き

続き、討議により合意形成に努めることとする。
0 執行機関との質疑後に委員開討議の場を設ける運営とす

る。

議頁蓮亙百Z設立され、議蚕肩が庶務を福在し
ている。



・中分類②権限

－行政法人を含む外
郭団体への審査（公
明）

－政策執行に関する
監視及び評価（公
明）

・予算編成権とその
日常的な執行など首
長の権限は大きく、
近年の地方分権の推
進により、さらに増
加しているが二元代 ｜る。

表制の本旨や主権在
民からも議会が、首
長権限とのバランス
を保っていく事が重
要である。 （ネッ
ト・無ク）

b. 議員提案の仕組
み
－積極的な議員提案
（政策提言）の仕組

み（公明）

・政策に係る議員提
出議案を提出する際
の当局とのノレール設
定（当局）

の

－育在蚕員会~元~モ： 菅事項に属子'51事
務について委員会提案による議案を提出
－特別委員会において、付議事件の調査・研
究を行い、結果を議長あて報告
※特別委員会においても委員会提案による議
案提出は可能

「議員提出議案について」 （市会運営委員
会申し合わせ・確認事項）

「会派（賛成者）による条例の制定・改廃
の議案提出前の立案手続きJ （団長会議決
定）
・議員提出議案の提出について議会と当局で
取り交わしたノレ｝ノレはない。

1 地方自治法第96条第2項に基づく議決事件の拡大
0 基本構想、行政全般に係る基本的な計画及び各分野にお

ける基本的な計画等の策定、変更及び廃止を議決事件と
するとともに、計画策定前の説明及ひ計画策定後に定期
的な報告を求めることとする。

（案） ただし、各分野における基本的な計画等については、
計画策定前の説明を受けた常任委員会において、議決す
べき事件とするか判断することとする。

2 委員会審査のあり方
0 常任委員会、予算・決算特別委員会審査において、独立

行政法人を含む外郭団体の審査を適宜実施するととも
に、参考人制度などを活用し、外郭団体の責任者が出席
したうえで審査できる仕組みについて協議するロ
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民統がぶ淡ぷ決以討対：：：：＞：，がぬぷ計予rぺ総出；
民会派寄提出の積討現志主ば法ぷ＇.！＇.・：＇.＇＇： ＇.／勾U碩昌
限fi'i:: ::i'r: ，；~＇. 渋詑号沿Ii'.？・九三・・：1::;:＂＇＂＼＇必出松月
a，議会の権限 ｜・地方自治法第 96条第2項の規定店まZ議
c 議決事件 ｜決すべき事件に関する条例
・議会の監査権限の I < i l地方公務員法第8条第5項の規定によ
強化（公明） ｜り人事委員会の喚問する証人の費用弁償に関

lすること
( 2）長期にわたる重要事業の計画決定に関

すること
・議会から監査委員2名を選出
－法子告に基づき本会議で監査報告されてい
る。
・決算審査に当たり決算審査意見書について
代表監査委員に説明を求めている。
・予算・決算特別委員会での審査における指
定管理者、地方独立行政法人及び外郭団体の
参考人招致に関して申し合わせ・確認をして
いる0

・法定団体の経営状況説明書類の本会議配付
にあわせ、法定団体に準ずる団体の経営状況
説明書類を各所管の常任委員会で配付してい

・中分類③審議

－会期中の日程調整
（民主）

・定例会の回数・会
期（公明）

－議会自身について
（活発な議論を実現

するために） （みん
な）

－定調会：(1)本蚕議初百lZ蚕扇否決定
・会期日程については概ね2カ月前に運営委
員会で決定し周知している。
・運営委員会で決定した会議日程の常任・特
別委員会枠内で、各委員会ごとに正副委員
長、委員及び執行機関と調整し日程を確定
年 4回で年閉会期日数は14 7日程度
（平成22年日月 7日開催の運営委員会決定

に基づき、会期枠内に特別委員会、予算研究
会、決算特別委員会及び行政視察日程を組み
入れることとし、平成23年第3固定例会か
ら会期枠の拡大を図った）
－平成23年実績
( 1定） 1月2呂田～3月18日
(2定） 5月17日～5月31日
(3定） 日月 2日～10月2呂田
(4定） 1 1月29日～12月16日

1 会期の決定芳語
会期日程は概ね2か月前に市会運営委員会で決定されてい

ることから現行どおりとすることでどうか。

2 会期中の日程調整
会期日程を最優先とすることを市会運営委員会申し合わ

せ・確認事項とすることでどうか。

3 定例会の回数・会期
0 現行どおりとする。
0 会期日程については、議案発送から本会議質疑までに必

要な期間（現行は7日間）を確保すること、及び各会派
への議案説明を早めることについて協議する。

2 



c. ；宵肩陳情蕃蚕
．本会議・委員会
（請願、陳情審査）

等議会審議・活動
（自民）

・請願などの審議方
法（民主）

－請願と署名議員の
公正化（議員の自己
請願の取り扱い）
（公明）

・陳情もすべて付託
して審査する。 （共
産）

・請願書及び陳情書
のあり方と紹介議員
の取り扱い（ヨコ
会）

d 予算議案の審査
方法
・予算議案の審査方
法（予算研究会、予
算代表・関連質疑、

戸 l局別審査、総合審
査）の再検討・見直
し（当局）

e. パソコン等の持
込み
・議会自身について
（活発な議論を実現

するために） （みん
な）

－市会として、木市
が取り組んでいる電
子市役所の先取りを
行い簡素で効率的な
議会運営を行う。
（ヨコ会）

Tー官哀芳房
・議案等の電子採決
（押しボタン式投票

の）導入

~妄頁芥百発言
・議員相互で意見交
換を行う。 （共産）

I語扇面蕃歪及び晋宜帽
請願は、全て委員会付託している。請願者に
は、採択・不採択の結果を通知しているが、
平成20年9月3日開催の運営委員会におい
て、審議等の結果は、本会議傍聴、インター
ネット中継、モニター放映及び議事録から知
ることができるため、請願者への通知文には
理由を付記しないことを決定している。

1 語扇τ夜帯春蚕
0 市会運営委員会で議論されてきている経緯もあることか

ら、現行どおりとするロ
0 行政要望等を含むすべての陳情を付託し審査することと

する。

2 請願・陳情受理期限
0 現行どおり当初議案上程日の5目前とする。

［陳情の審査方法及び審査結果通知1 I o 定例会中の請願・陳情の受理期隈についてあらためて協
陳情は、委員会審査の効率他を図る観点か I 議する。
ら，平成10年4月より、横浜市会請願及び t
陳情取扱要綱の規定に基づき、地方自治法第13 審査結果通知
9 9条に関するもの（意見書の提出）及びそ10 市会運営委員会において議論されてきている経緯もある
れに類するもので必要と認めたもの（決議をl ことから、現行どおりの取り扱いとする。
求めるもの）について関係委員会に付託しそl0 審査結果通知に採択・不採択の理由を明記する。
の結果を通知している。 I 
それ以外のもの（行政要望等の陳情）につい 14議員の自己請願及び紹介議員
ては、運営委員会において、効率、効果的な｜ 0 議員は審議姥議決権を持っていることから、自己請願
委員会審査の観点から付託しないことを決定｜ は遠慮するこL等を協議する。
しており、執行機関に回答を求め、陳情提出l 三
者に通知している。 I o 市民としての請願権もあることから、各自が判断すべき

. ことであるため現行どおりとする。

［紹介議員］
請願を審査する委員会の委員は、原則紹介議
員にならないこととしている。 （慣例）

［請願紹介議員からの意見聴取］
横浜市会請願及び陳情取扱要綱では、紹介議
員は委員会の要求に応じて説明しなければな
らないと規定しているが事例はない。

［自己請願］
自己請願に関する申し合わせ等はない。

・予算研究会4日（各会派）

議議
代表質疑1日（交渉会派）

予算関連質疑1日（各会派）
・予算特別委員会（2委員会）
局別審査 10日
総合審査 1日（連合審査）
常任委員会への審査委嘱4日（常任審査）

．パソコンの持込は不可
※平成20年9月3日開催の運営委員会にお
いて、パソコンの持ち込みについては、操作
による他の委員への影響や利用する場合の
ノレールの確立やインフラ整備など課題の整理
を進める必要があることを決定した。

・携帯電話の持込は禁止
※平成12年5月18日開催の運営委員会に
おいて、携帯電話の会議室への持ち込みを禁
止する取り扱いとすることが口頭で申し合わ
されている。

現行の予算議案の審査方法について
0 今までも必要に応じ市会運営委員会で協議されているこ

とから、市会運営委員会で協議すべきである。
0 本会議での予算質疑に関する日程を拡大する。

δ 三モt必要に応じ市会運営委員会で協議されているこ
とから、市会運営委員会で協議すべきである。

0 パソコンの持ち込みに当たっての課題や環境などを議論
する。

0 議会の活性化から、ノレーノレは必要だがパソコンの持ち込
みを認める。

現存7京蚕議・予決算特別委員会では起立l他都市での導入実績、費釘婿扇某否E面否或存EおりでEぅ
採決文は簡易採決、常任委員会・運営委員会lかロ
は挙手採決又は簡易採決を原則としている。ー

・委員外（傍聴）議員は認めている。 I 委員会運営上、委員外議員の発言I王七萎貢蚕め許可爾となっ
．委員外議員の発言は委員会の許可制としてlていることから現行どおりでどうカ～
いる。

3 



2 

横浜市会議員の海外視察取扱い要綱の改正経過

年月日 改正内容

【資格要件】
海外視察は、 2期以上の議員については、任期中 1回視察できるもの
とする。

昭和 58年
【旅費】6月27日制定

視察先ごとに、期間、旅費の限度額を次のとおりとする。

※これ以前は 中国方面、

内規により実施 1 0日間 60万円
東南アジア方面
1 0日間 80万円
オーストラリア
1 0日間 1 0 0万円
欧州、米国、中近東、ソ連、南米、カナダ、アフリカ
1 0日以上 1 2 0万円

【資格要件】
海外視察は、 2期以上の議員については、任期中視察できるものとす
る。
※回数制限なし

昭和60年
3月28日改正

【旅費】
任期中の旅費の限度額は、 12 0万円とする。

【資格要件】
議員は、任期中（原則として 1由）海外視察を実施できる。ただし、
議員よ」ての経歴が2年に満たをい期間は除玉。

平成5年
2月 24日改正

【旅費】
旅費の限度額は、 12 0万円とする。ただし、 1期の議員は、 60万
円とする。

※議E裏面亙百夜麗は不明
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他都市議会における議員報酬に関する調査機関等について

三重県議会 さいたま市議会 名古屋市会

名称 議員報酬等に関する在り方
議会の在り方に関する調査会 議会改革推進会議

調査会

根拠 議会基本条例第13条第l項 議会基本条例第 14条第2項 議会内部機関

に基づく調査機関 に基づく調査機関

設置議決 設置議決

（平成23年6月28日） （平成24年3月16日）

要綱名 議員報酬博に関する在り方 さいたま市議会議会の在り
議会改革推進会議設置要綱

調査会運営要綱 方に関する調査会設置要綱

設置期間 平成23年6月28日 平成24年4月l日
平成24年 1月19日～

～平成24年6月30日 ～平成25年2月4日

所掌事項等 (1）議会活動及び議員活動を (1）議員報酬 議会改革に関する諸課題

支える議員報酬及び政務 ο）政務調査費
r・ーーー・ーーーー・ーー・・ーー・・ーー・－ーー・ーー司”ーー・ーー『
ーC冶議において謀議室する事項

調査費の在り方 (3）議員の定数 ・議会報告会の実施

ο）その他議員報酬及び政務 (4）前各号に掲げるもののほ
－議員報酬1

・議員定数
調査費の問題点や課題 か、議会の改革に必要と . i断材見察のあり方

認める事項として議長が ・議会基本条例の課題

指定したもの －その他
＿，，＿，，一日＿，，一一一一一日＿，，＿.，

構成 5名以内 7人以内 各会派が推薦する議員2名

委員名簿 大森繭［座長］ 松本正生［会長］ 浅井康正（減税）［座長］

（敬称略） （東京大学名誉教授） （埼玉大学経済学部教授） 渡辺義郎（自民）［副座長］

青山彰久 牛山久仁彦【副会長］ 山固まな（減干見）

領売す間話榊蝉騒島 （明白宍者関餓護牟持陵胸 ふじた和秀（自民）

岡本直之 清宮安雄 三輪芳裕（公明）

（三重県経営者協会会長） （さいたま市商店街連合会 金庭宜雄（公明）

金森美智子 会長） おくむら文洋（民主）

（日本労働組合総連合会三 田口邦雄 加藤一登（民主）
． 重県連合会副事務局長） （緑区区民会議会長） 舟橋猛（新政）

庚i頼克哉 田口花子 玉置真悟（新政）

（法政大学法学部教授） （弁護士） わしの恵子（共産）

田村達久 田口一登（共産）

（早稲田大明書学者11糠樹勢

中村みよ子

（さいたま市自治会連合会

副会長）
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区づくり推進横浜市会議員会議の設置経緯について

平成6年5月25日 団長会議において「区づくり推進横浜市会議員会議」の設置

が決定され、同日に運営要領が制定される。

0個性ある区づくり推進費を会議事項とし、年2回程度開催

することとした。

・4月頃・年度当初の執行計画策定に関して

. 10月頃…前年度実績と当該年度幸九行状況等に関して

平成6年6月8日 「区づくり推進横浜市会議員会議」事務取扱が制定される。

0開催日を全区統ーとすることや、会議における協議事項に

ついて採決を行わないことを定めた。

平成6年7月4日 第 1回区づくり推進横浜市会議員会議が各区において開催

される。

平成 16年 12月 10日 団長会議において、運営要領の改正が決定された。

（※運営要領は別紙参照）

0開催回数を増やし（年2回斗3回）、開催内容及び時期を

明確にした。

. 2月頃…翌年度予算案に関して

• 6月頃－当該年度執行計画等に関して

. 10月頃－前年度実績と当該年度執行状況、翌年度予算編

性の考え方に関して



' 

区づくり推進横浜市会議員会議運営要領

. 2 召集

会議は、市会議長が招集する。

3 .構成、

会議i士、当該区選出の市会議員をもって構成レ、互選による座長を置く。

4 会議事項

個性ある区づくり推進費に関すること。

5’説明員

区長及び区役所関係職員とする。

6 開催内容及び開催時期

開催内容及び開催時期は、次のとおりとする。

( 1）翌年度予算案に関して、 2月頃に開催する。

( 2）当該年度執行計画等に関して、 6月頃開催すi50 

( 3 ）前年度実績と当該年度執行状況、翌年度予算編成の考え方に関じて、 10月

頃開催する。

7 事務

会議の事務は区長が行い、座長は会議の概要を議長に報告する。

附 則

この要領は、平成 16年 12月 l0日より施行する白



区づくり推進横浜市会議員会議報告書の取り扱い及び記載内容について

1 報告書に関する規程及び取り扱い

区づくり推進横浜市会議員会議運営要領（平成 6年 5月 25日制定、平成

1 6年 12月 10日改正）（資料4に別添）に基づき、会議の事務は区長が行

うとともに、当概区選出の市会議員による互選によって置かれた座長は、会

議の概要を議長に報告することとしている。

2 報告書の記載内容

各区とも、①開催日時、場所、②出席者、③会議概要（議題及び議事内容）

を記載している。

議事内容は、以下のように分類される。

( 1 ）主な質問・意見・要望の項目を記載している区（ 4区）

神奈川区、南区、金沢区、港北区

( 2 ）主な質問・意見・要望の要旨を記載している区（ 7区）

西区、中区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、緑区、都筑区

( 3 ）主な質問・意見・要望の要旨とそれに対する区の回答（一部のみ回答を

含む）を記載している区（ 7区）

鶴見区、港南区、青葉区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区

5 



区行政への議会の審議・審査について

1 要求資料（ 1 /2 5前回の委員会）

他都市における区行政への議会の関与と議事録等の公開について

→ 行政区単位で議会が審議・審査する事例はない。

北九州市では、区政推進事業費の決算審査にあたり、区選出議員に事前説明を

行っているが議事録は作成していない。

2 横浜市における区行政への議会審議・審査

( 1 ）現行

予・決算特別委員会 常任委員会

・局別審査（市民局審査） ・予特委からの審査委嘱

個性ある区づくり推進費 市民局審査において、個

に関係して区長会議の議長 性ある区づくり推進費に

区、幹事区の区長が出席して 関係して区長会議の議長

いる。 区、幹事区の区長が出席し

ている。

(2）現行の実施方法における課題

区づくり推進横浜市会議員会議

－個性ある区づくり推進費

①翌年度予算案→2月頃

②当該年度執行計画等

→6月頃

③前年度実績、当該年度執行

状況、翌年度予算編成

→10月頃

6 

①市民局審査における個性ある区づくり推進費関連の事業等の審査にとどまってお

り、局からの区配当予算全般の事業等に及んでいない。

② 予算・決算にあわせた審査であり、年聞を通し適宜行う審査となっていない。

( 3）予・決算特別委員会及び常任委員会審査（変更案）

予・決算特別委員会 常任委員会

・局別審査での区長出席 －常任委員会での区長出席

局ごとに予算・決算を審査する局別審査に 各常任委員会の審査において、必要に応

おいては、区への配当予算もあるととから、 じ委員会として区長の出席を求めた場合、

局別審査において区長の出席を求める通告 当該区長は出席する。

があった場合、当該区長は出席する。

( 4）区づくり推進横浜市会議員会議運営（変更案）

①協議事項を個性ある区づくり推進費から区予算に係る主要事業とする。

②予算・決算時の開催は、市会予・決算審査の前に開催し、協議内容が活かされる

ものとする。

③会議の議事録を作成し、議長に提出する。

④会議の性格は、当面、要綱で設置する議長の招集会議とし、今後、区への権限委

譲や機能・組織体制の強化を捉え、特別委員会や地方自治法第10 0条第 12項に基づ

く協議の場などの位置付けを検討する。（議会局機能の強化も図る必要がある。）


